
「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」(骨子案)からの変更点について

今般「医師の働き方改革に関する検討会」においてとりまとめられた「医師

の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」について、本年1月15日に開催された

同検討会において示された「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組(骨子

案)」からの変更点及び変更の趣旨は下記のとおりです。

0前文3段落目に「の労務管理アドバイザーの訪問などによる積極的な」を追

加。

(医療機関が緊急対策に盛り込まれた項目に取り組むに当たっては各都道府

県医療勤務環境改善支援センターが医療機関を訪問して積極的に支援をする

必要があるとの御意見を踏まえたもの)

0項目2の見出しに「等」を追加及び文中に「就業規則等の労働関係法令上作

成が求められる書類についても各医療機関で内容を確認した上で、」を追加。

(労働基準法第36条に基づく時間外労働協定(36協定)のみでなく就業

規則等その他の労働関係法令上作成が求められる書類についても自己点検を

すべきとの御意見を踏まえたもの)

0項目5を修文。

(男女問わず医師としてのプロフェッショナリズムの追求とワーク・ライフ・

バランスの実現を可能とすべきであるとの御意見を踏まえたもの)

0項目6の表記を修正。

(わかりやすさの観点によるもの)

参考1

記
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医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組

医師の働き方改革に関する検討会においては、医師の時間外労働規制の施行

を待たずとも、勤務医を雇用する個々の医療機関が自らの状況を踏まえ、でき

ることから自主的な取組を進めることが重要と考え、以下のとおり、医師の労

働時間短縮に向けた緊急的な取組をとりまとめた。このうち、 1~3について

は、現行の労働法制により当然求められる事項も含んでおり、改めて、全医療

機関において着実に実施されるべきである。

これらの取組は、一人ひとりの医師の健康やワーク・ライフ・バランスの確

保と、医療の質・安全の向上のためにこれまでとは異なる新しい働き方を生み

出していくこと、若手医師のキャリア形成を応援できる勤務環境を整えていく

ための第一歩である。そのため、医療機関において経営や組織運営全般に責任

を持つ立場や、個々の医療現場の責任者・指導者の立場にある医師が主体的に

取り組めるよう支援していくことが重要である。

したがって、医療機関の自主的な取組を基本としつつ、厚生労働省による好

事例の積極的な発信、各種補助金による医療機関への財政的支援、都道府県に

を晋されてぃる医療勤務環境改善支援センターの労務管理アドバイザーの訪問

平成30年2月27日

医師の働き方改革に関する検討会

などによる積極的な相談支援、各病院団体等による支援がなされることが重要

であり、そのような取組を強く求めるとともに、実施状況を今後の議論の参考

としたい。

また、医師の負担軽減や勤務環境の改善に資する診療報酬での対応を図るこ

とは重要である。

さらに、医師の勤務負担の軽減、労働時間の短縮に向けては、患者やその家

族である国民の理解が欠かせない一方、医療を必要とする人が受診しづらい、

受診を控えざるをえないといった無理を強いる事態を招かないよう、適切な周

知と理解がなされることが不可欠である。国民の理解を適切に求めていく周知

の具体的な枠組みについて、厚生労働省において早急、に検討されるよう求める。

医師の労働時間管理の適正化に向けた取組

労働時間短縮に向けた取組を行う上では実態を把握することが重要であるこ

とから、まずは医師の在院時間について、客観的な把握を行う。 1C力ード、
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,

タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を上司が確認

する等、在院時間を的確に把握する。

2 36協定等の自己点検

36協定の定めなく、また、 36協定に定める時間数を超えて時間外労働を

させていないかを確認する。また、医師を含む自機関の医療従事者とともに、

36協定で定める時間外労働時間数について自己点検を行い、業務の必要性を

踏まえ、長時間労働とならないよう、必要に応じて見直しを行う。自己点検に

当たっては、診療科ごとの実態の違いを考慮した複数の定めとする対応も検討

する。あわせて、就業規則等の労働関係法令上作成が求められる書類について

も各医療機関で内容を確認した上で、自己点検後の36協定等を適用対象であ

る医師に対してきちんと周知する。

3 既存の産業保健の仕組みの活用

労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等、既存の産業保健の仕組みが

設置されていても十分に活用されていない実態を踏まえ、活用を図ることとし、

長時間勤務となっている医師、診療科等ごとに対応方策につぃて個別に議論す

る。その上で、労働時間短縮の具体的な対策として4・6に掲げる事項等につ

いて検討する。

4 タスク・シフティング(業務の移管)の推進

各医療機関においては、医師の業務負担軽減のため、他職種へのタスク・シ

フティング(業務の移管)を推進する。

0 初療時の予診

0 検査手順の説明や入院の説明

0 薬の説明や服薬の指導

0 静脈採血

0 静脈注射

0 静脈ラインの確保

0 尿道カテーテルの留置(患者の性別を問わない)

0 診断書等の代行入力

0 患者の移動

等については、平成19年通知(※)等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、
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原則医師以外の職種により分担して実施することで、医師の負担を軽減する。

さらに、各医療機関において労働時間が長い医師にっいて、その業務の内容を

再検討し、上記3の仕組みも活用しっつ、関係職種で可能な限り業務分担が図
れるよう検討を行う。

また、特定行為研修を修了した看護師を有効に活用し、タスク・シフティン

グを進めている医療機関があるという実態を踏まえ、特定行為研修の受講を推

進するとともに、生産性の向上と患者の二ーズに対応するため、特定行為研修

を修了した看護師が適切に役割を発揮できるよう業務分担等を具体的に検討す

ることが望ましい。

特に大学病院においては、今回緊急、に実施した調査結果において他の病院団

体よりもタスク・シフティングが進んでいなかった現状を踏まえ、上記取組を

一層推進する。

(※)「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進にっいて」(平成19年12月28日医政発第1228001

号厚生労働省医政局長通知)

5 女性医師等に対する支援

医師が出産・育児、介護等のライフィベントで臨床に従事することやキャリ

ア形成の継続性が阻害されないよう、各医療機関において、短時間勤務等多様

で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな対策を進める。

6 医療機関の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組

1~5にっいては、勤務医を雇用するすべての医療機関において取り組むこ

とを基本とするが、これ以外に、各医療機関の置かれた状況に応じた医師の労

働時間短縮に向けた取組として、

0 勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等の対応を行わないこと

0 当直明けの勤務負担の緩和(連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の設定)

0 勤務間インターバルや完全休日の設定

0 複数主治医制の導入

など各医療機関・診療科の特性を踏まえた取組を積極的に検討し、導入するよ

う努める。
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医師の働き方改革に関する検討会中間的な論点整理

なぜ今医師の働き方改革が必要なのか

0 働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持ち得ることを目指した、働き方

改革が始まっている。長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭生

活との両立を困難にし、少子化の原因や、女性のキャリア形成を阻む原因、

男性の家庭参加を阻む原因として、その是正を目指している。長時間労働は

構造的な問題であり、労使が先頭に立って、働き方の根本にある長時間労働

の文化を変えることが強く期待されている。

0 そうした中、医師は、昼夜問わず、患者の対応を求められうる仕事であり、

他職種と比較しても抜きん出た長時間労働の実態にある。さらに、日進月歩

の医療技術、より質の高い医療に対する二ーズの高まり、患者へのきめ細か

な対応が求められる傾向等により、こうした長時間労働に拍車がかかってぃ

ると考えられる。診療ガイドライン改訂や新薬の情報を常にキャッチアップ

していかなけれぱならないほか、医療安全には万全を期さねぱならない。時

間外の患者に対するより的確な対応のために、当直医による対応だけでなく

オンコールの医師が対応することも一般的に行われている。患者やその家族

の求めに応じ、診療時間外や休日であっても病状や診療方針等の説明を行う

こともある。これらはすべて、「患者のために」「日本の医療水準の向上のた

めに」が積み重なったものであり、一人ひとりの医師の崇高な理念により我

が国の医療が支えられてきたと言っても過言ではないだろう。

平成30年2月27日

医師の働き方改革に関する検討会

参考2

0 また、制度の観点から見ると、我が国の医療を特徴づけるもののーつである

「フリーアクセス」は、ともすれぱ「いつでも、好きなところで」という極

めて広い解釈の下での受療行動につながり、医療現場の業務量の増加につな

がってきた面がある。こうした状況をみると、医療提供者のみの努力により、

業務を効率化し、労働時間を短縮していくという単純な図式でこれからの医

療を形づくることはできない。

0 これらのほか、大病院に患者が集中しているといった地域性や、診療以外に

教育や研究を行う大学病院であるといった医療機関の特性など、様々な要素
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が医師の長時間労働の背景に存在する。

0 その一方で、医師は、医師である前に、一人の人間であり、長時間労働によ

る健康への影響が懸念される。実際に、医師が過労死したり、健康を害した

りするケースが起きている。また、過労死等に至らずとも、主観的に健康で

ないと感じている医師も一定割合存在するとみられる。過労死や健康を損ね

る要因につぃて労働の質と量の両面から評価する必要があるとしても、一人

ひとりの医師の健康確保のために長時間労働を是正していかなけれぱなら

ない。また、提供する医療の質や安全を確保する観点からも、医師が疲弊せ

ずに働けることは重要である。我が国の保健医療が、医療従事者の負担と倫

理観に過度に依存したシステムであってはならない。

0 加えて、いまだ多様で柔軟な働き方の実現が不十分だと考えられる中で、女

性医師の割合が上昇していることなどを踏まえれぱ、医師についても多様で

柔軟な働き方を実現していかなけれぱ、性別を問わず、医師として働き続け

られる人材の確保が困難となる。また、若い世代を中心に仕事と生活の調和

(ワーク・ライブ・バランス)への関心が高まる中、魅力的な働き方を提示

できなけれぱ、医師を目指す優秀な若者を逃すことにもなりかねない。

0 医療現場においては、モチベーションを損なう待遇や雇用条件、不十分なマ

ネジメント、限られたりソースの下、患者への十分な価値を生み出すことが

できないという課題に直面している現場が存在している。そのために、医療

を取り巻く環境が大きく変化する中で、それらに対応しようとする負荷が、

かえって医療従事者の負担を増加させるおそれもある。

0 だからこそ医師の働き方改革には、できるだけ早く着手しなけれぱならない。

既に先駆的に取り組んできた医療機関があるだけでなく、医学生や若手医師

が、自らの問題としてこの改革を注視し主体的に関わろうとする動きも出て

きている等、医療界全体で取り組む機運が生まれつつある。

0 ただし、医師の働き方は、国民の医療二ーズに応ずるものである点で、その

改革には個々の労使間の対応だけでなく「社会全体としてどのように考える

か」という観点が不可欠である。医師の長時間労働について、医療を受ける

側の国民はこれまで強く意識してこなかったとも考えられるが、提供側だけ

でなく患者側等も含めた国民的な関わりによって、我が国の医療提供体制を

損なわない医師の働き方改革を進めていく必要がある。

0 そのためには、「働き方の変革」、「需給・偏在対策」、「医療・介護の連携の

深化」、そして、「住民・患者の健康や医療に関する意識の向上」を一体的に
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検討する必要がある。

0 働き方改革実行計画(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)に基づ

き設置された医師の働き方改革に関する検討会(座長.岩村正彦東京大学大

学院教授)においては、平成 29年8月の第1回検討会以降これまで7回の

議論において概ねこのような基本認識を得、具体的な論点について、これま

での議論で各構成員から出された主な意見を列挙する形で、以下のとおり整

理を行った。今後引き続き、平成 30年度末を目途に最終報告をとりまとめ

るべく、多角的な検討を進める。

0 併せて、これまでの議論において明らかとなった医師の勤務実態を踏まえる

と、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、取組を進めて

いく必要がある。そのため、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」

を別添としてとりまとめることとした。

2 医師の勤務実態の分析状況と今後の検討に関する論点

(医師の長時間勤務とその要因)

0 勤務医約 24 万人のうち、長時間勤務の実態にある医師の多くは病院勤務医

であり、特に20代・30代の男女、 40代までの男性医師力誹寺に長時間となっ

ている。また、診療科等では産婦人科、外科、救急1斗等、臨床研修医、医療

機関種類別では大学病院において、特に勤務時間が長くなっている。

0 その要因としては、急変した患者等への緊急対応、手術や外来対応等の延長

といった診療に関するもの、勉強会等への参加といった自己研鎖に関するも

の等が挙げられる。

0 緊急対応、手術や外来対応等の延長をもたらしているのは、

・救急搬送を含め診療時間外に診療が必要な患者や、所定の勤務時間内に

対応しきれない長時間の手術、外来の患者数の多さ、

・医師はそれらに対応しなければならないとする応召義務の存在、

・タスク・シフティング(業務の移管)が十分に進んでいない現場の勤務

環境、

・求めに応じ質の高い医療を提供したいという個々の医師の職業意識の

高さ、

等であると考えられる。こうした患者対応に伴う事務作業が多いことも要因

のーつとして指摘されているほか、患者側の都合により診療時間外での患者

説明に対応せざるをえない、診療時間外の看取り時でも主治医がいることが
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求められる等によっても時間外勤務が発生している。

0 さらに、こうした医師の長時間勤務の背景には、地域や診療科による医師の

偏在があると考えられるため、医師が不足する地域や診療科においては、

人ひとりの医師にかかる負担も大きくなっていると考えられる。

(追加的分析の必要性に関する意見)

0 これらの分析は、主に平成28年12月に行われた「医師の勤務実態及び働き

方の意向等に関する調査」のサブ解析であるが、今後具体的な枠組みを整理

していくためには、既存データのほか、診療科ごとの分析にも資する追加的

な調査も実施して、今後の議論の前提となる医師の勤務実態の詳細を明らか

にするデータを分析していく必要があるのではないか。

0 また、大学病院では、医療機関としての診療のほか高等教育機関としての教

育・研究という3つの業務が行われているが、診療が研究の一環として行わ

れている上に、それが臨床研修医等への教育的効果も有していることから、

その切り分けが可能であるかについて、引き続き分析していく必要があるの

ではないか。

(応召義務に関する意見)

0 医師法(昭和23年法律第201号)第19条に定める応召義務については、社

会情勢、働き方、テクノロジーが変化してきている中で、今後の在り方をど

のように考えるか、個人ではなく組織としての対応をどう整理するかといっ

た観点から、諸外国の例も踏まえ、検討してはどぅか。

(タスク・シフティング等に関する意見)

0 医師が実施している業務の中には、他職種へのタスク・シフティング(業務

の移管)が可能な業務も一定程度あることが明らかとなっているが、移管の

状況は、個々の医療機関によって取組に差がある。

0 医師の長時間労働を構成する業務を洗い出し、医師以外の職種へのタスク・

シフティング(業務の移管)やタスク・シェアリング(業務の共同化)を推

進していくべきとの意見があった(詳細は3)。

(自己研鎖に関する意見)

0 自己研鎖に関しては、

・一般診療における新たな知識の習得のための学習、

・博士の学位を取得するための研究や論文作成、

・専門医を取得するための症例研究や論文作成、
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・手技を向上させるための、手術の見学、

等がある。しかし、具体的にどのようなことを行うと労働時間に該当し、逆

に労働時間に該当しないものはどういうものなのかについて関係者間で共

通認識がなく、個々の医師の勤務時間中、労働基準法上の労働時間に当たる

時間がどれであるかの判断が困難になっている。

0 したがって、自己研鐙とされているものの労働時間への該当性を判断するた

めの考え方を示す必要があるのではないか。そのためには各医療機関におい

て医師が行う自己研讃の実態も踏まえつつ類型化して考えていく必要があ

るのではないか。

0 この点については、医師は患者に対して質の高い医療を提供するために、使

用者の指示とは関係なく自己研鎖に努める倫理観を強く持っており、労働に

該当するかどうかの切り分けが困難であるとの意見や、労働ではなくあくま

で「自己研鐙」であるとの意見がある一方、医師以外の高度な専門職にも共

通する課題ではないかという意見もあった。

(宿日直許可に関する意見)

0 宿日直については、頻繁に患者への対応が求められる当直がある一方で、対

応が少ない当直もあり、医療機関や診療科によってその実態は様々であると

の指摘がある。

0 現行の労働基準法に基づく宿日直許可基準に照らすと、現在現場で行われて

いる医療法に基づく宿日直のほとんどがこれに該当しない可能性があるこ

とから、基準の見直しが必要ではないかとの意見があるヤ方、現行の基準を

維持すべきとの意見や、現行の基準の考え方を維持しつつ実態を踏まえた新

たな取扱いを検討してはどうかとの意見があった。

(その他の意見)

0 医療行政の中で設置及び医師の出席が要件とされている会議や、医師が作成

しなけれぱならない書類等が多いという意見もあることから、その全体像を

整理した上で、効率的な対応の仕方(電話・テレビ会議の活用など)につい

て検討してはどうか。

0 これまで行政から発出された医師の働き方に関連する通知等のうち、発出か

ら相当の期間が経過し、現状に合っていないものについては、見直せるもの

は見直しを検討してはどうか。

5
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3 勤務環境改善に関する取組の現状と今後の方向性に関する論点

(現状)

0 医療機関における医療従事者の勤務環境改善については、医療法(昭和 23

年法律第205号)に基づき、平成26年10月1日より医療勤務環境改善マネ

ジメントシステムの導入として、

・各医療機関の管理者に勤務環境改善等への取組の努力義務が課されると

ともに(同法第30 条の 19)、

・厚生労働省は、医療機関の管理者が講ずべき措置の指針を策定すること

とされ(同法第30 条の 20)、

・都道府県は、医療機関の勤務環境改善を促進するための支援のため、医

療勤務環境改善支援センター機能を確保することとし(同法第 30 条の

21)、

・国は都道府県に対し必要な情報提供等の協力を行う(同法第30条の22)、

枠組みが整備されている。この枠組みに基づき、現在各医療機関による勤務

環境改善の自主的な取組が進められるとともに、都道府県医療勤務環境改善

支援センターによる相談、情報提供等が行われている。

0 しかしながら、都道府県医療勤務環境改善支援センターについては、医療関

係者への周知不足や他の関係機関との連携が不十分であることなどから、十

分な機能が発揮できていないケースも多いため、更なる機能の強化や業務の

見直しが求められている。

0 今後医療機関における働き方改革の実効性を確保するためには、時間外労働

規制の在り方を整理するだけでなく、医療の生産性の向上の観点も踏まえ、

勤務環境改善策をどのように講じていくかが重要であるとの意見が多くあ

つた。

(具体的な方向性に関する意見)

0 具体的には以下のような意見が出されており、これらを踏まえ引き続き具体

的な検討を深めていくこととする。

(健康管理措置の充実)

・長時間労働となっている医師に対する産業医による面接指導、衛生委員

会における審議等、労働安全衛生法において事業者に義務付けられてい

る既存の仕組みの着実な実施について、好事例の共有、各都道府県にあ

る産業保健総合支援センター等の関係機関による支援等により推進する
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ことが必要ではないか。

・医師の健康には勤務時間だけが影響しているのではないと考えられるこ

とから、時間によるもの以外の負荷を判断する材料として、ストレスチ

エックの分析が必要ではないか。

(タスク'シフティング(業務の移管))

・医療機関や診療科ごとに提供する診療内容が異なるという特性を踏まえ、

医師の行うべき業務とそうでない業務の明確化、具体的なタスク・シフ

ティングの導入に向けた検討が必要ではないか。

・導入に当たっては、個々の医療機関の風土やマインドを変えていく必要

があり、労働時間短縮の効果の発現までには時間がかかることに留意す

べきではないか。

・タスク・シフティングの範囲や導入が進まない要因及びその対応策につ

いて、諸外国の事例も含めて検討してはどうか。特に大学病院でタスク・

シフティングが進んでいない等の実態を踏まえ、その推進についての検

討が必要ではないか。

・医師が行う事務作業について、医師事務作業補助者を含めた事務職への

タスク・シフティングの推進も重要ではないか。

・看護職員による実施率が高い手技である、静脈採血、静脈注射、静脈ラ

インの確保、尿道カテーテルの留置等について、看護職員へのタスク・

シフティングの推進が必要ではないか。

・看護職員にぱかり業務が集中しないよう、多職種チームでの総合的な検

討が必要ではないか。

・プライマリケア領域におけるタスク・シフティングも地域包括ケアの枠

組みにおいて推進すべきではないか。

・特定行為研修を修了した看護師について、研修場所の拡大、指導する医

師の協力促進、役割の明確化等を図りつつ、更に増加させることによる

タスク・シフティングを推進する必要があるのではないか。

・病棟における投薬に係る説明や服薬指導等の、薬剤師による実施の推進

・先駆的な病院で取り組まれている「診療看護師」の活用の検討やフィジ

シャン・アシスタント(PA)の導入等の新たな職種の国家資格化の検討

が必要ではないか。

(タスク・シェアリング(業務の共同化))

・複数主治医制への移行等の検討も重要ではないか。

・ 24時間対応を要するような医療機関の役割、診療科の特性や診療体制等

を踏まえ、患者の理解、安全に業務を引き継ぐ仕組みの構築と運用の徹

底等を前提とした、シフト制の導入も検討するべきではないか。

・地域での診療時間外の救急の対応体制や在宅医療を含めた外来の在り方
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まで含めて議論するべきではないか。

・グループ診療や、短期間で医師を交代で派遣する仕組み等を積極的に推

進すべきではないか。

(女性医師等の両立支援)

・男女双方にとっての、医師としてのプロフェッショナリズムの追求とワ

ーク・ライフ・バランスの実現が必要不可欠ではないか。

・出産・育児、介護等と医師の業務を両立し、キャリア形成できるように

するための支援方策として、短時間勤務等の多様で柔軟な働き方、宿日

直・時間外勤務の調整等を推進するべきではないか。

・出産・育児期の業務に画一的にルールを運用しないこと、周囲の理解や

サボート、患者の理解(夜間に駆けつけられない等について)を得てい

く取組の推進をするべきではないか。

・出産・育児期の自己研鐙のためeラーニング等を推進するべきではない

か。

・キャリアパスの可視化、意思決定できるポジションへの参画を推進する

べきではないか。

・病児保育等保育サービスを充実させるべきではないか。

qcT の活用)

・ 1CT を活用した勤務環境改善(テレ 1CU (複数の ICUの集中管理)や、タ

ブレット等を用いた予診、診断支援ソフトウェア等)、多職種連携のため

のSNS活用の推進についても検討すべきではないか。

・ 1CTを活用した勤務環境改善について効果を検証するべきではないか。

(医療勤務環境改善支援センター)

・働き方改革の推進に当たり十分に役割が果たせるようにするために、機

能や運営・管理面での改善が図られるよう、あるべき方向性を明確化す

ることが必要ではないか。

・周知不足、センター内のアドバイザー間の連携不足、地域医療支援セン

ター等との連携不足等の課題への対応が必要ではないか。

・相談・支援に当たる人材の育成が必要ではないか。

・地域や医療機関による違いを踏まえた支援が重要ではないか。

・センターによる相談・支援の実例を収集・体系化し、周知を図ること等

により、具体的な支援の方向性を提示することが必要ではないか。

(その他の意見)

0 医療法に定める勤務環境改善等への取組の努力義務は医師を含むすべての

医療従事者に関するものであるが、医師の勤務環境改善に伴い、その他の医
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療従事者の勤務環境にも好影響を与えるような方向性を目指すべきではな

いか。

0 また、地域の医療資源の不足等により、勤務環境改善が個々の医療機関の中

の取組のみでは解決しない場合には、地域の医療提供体制全体を通じた機能

分化・連携等を進める検討も必要ではないか。

4 経営管理の観点に関する論点

02、 3のとおり、医師の働き方改革に当たって検討すべき個々の論点がある

が、その検討に当たっては、医療機関の経営管理の観点にも留意する必要が

あるのではないか。

0 その際、既に医師の働き方改革に着手している医療機関もあれぱ、改革の必

要性は認識しているがどのように取り組めぱいいかわからない医療機関、改

革の必要性をまだ認識していない医療機関もあることから、法人形態の特徴

にも留意しつつ、これらの違いに応じた異なるアプローチによる医療機関側

の意識改革や労務管理等に関する具体的なマネジメント改革の進め方とと

もに、以下のような財政面を含めた医療機関に対する支援等の在り方が課題

となるのではないか。

(意識改革等に関する意見)

0 意識改革に当たっては、特に医療機関において経営や組織運営全般に責任を

持つ立場や、個々の医療現場の責任者・指導者の立場にある医師の意識改革

が不可欠であるとの意見や、医学教育や卒後教育の場においても、働く人の

健康や労務管理の基礎知識について、しっかりと理解できるような取組等を

検討すべきであるとの意見もあった。

0 医療機関側において、経営上のメリットが乏しい、労働時間削減の改善効果

が少ないという認識が勤務環境改善の取組が普及しない要因であり、好事例

の普及が必要ではないかとの意見もあった。

0 医療機関における労務管理の徹底には、現場の理解と対策の浸透にある程度

の時間がかかるため、一定の時間軸を意識して検討すべきであるとの意見も

あった。

(財政的支援等に関する意見)

0 財政的支援等については、特に3に掲げた様々な勤務環境改善策を今後具体
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的に検討し、実際に充実を図っていくに当たって、国は必要な財源を確保す

る必要があるとの意見があった。

(その他の意見)

0 経営管理の観点に関して、使用者は勤務する医師に対して安全配慮義務を負

つており、同義務を念頭に置いた労務管理が求められるのではないかとの意

見があった。

5時間外労働規制の在り方についての今後の検討に関する論点

0時間外労働規制の在り方については、 2~4に挙げた個々の論点の検討と並

行して、どのような労働時間の短縮策を組み合わせつつどのような時間外労

働の上限時間を目指すのかについて、丁寧に検討していく必要があるのでは

ないか。

0 今後の検討においては、以下のような意見を踏まえながら、引き続き、実態

を考慮した検討が必要ではないか。

(検討に当たっての基本的な考え方)

・医師につぃても、脳・心臓疾患の労災認定基準である 1か月100時間・

2~6か月の各月平均で 80時間という時間外労働時間の水準を超える

ような上限時間とすることは慎重であるべきではないか。

.宿日直等に係る実態を踏まえ、必要な医療二ーズに対応できる医療提供

体制を維持できるような上限時間とすべきではないか。

.実態を踏まえつつも、現状の働き方をそのままに法律や制度を合わせる

のではなく、現状を変えていくことや長時間労働をできるだけ短くする

方向に向かうことを前提に議論すべきではないか。

・時間外労働の上限時間を設定するに当たっての医師の特殊性とは何か、

整理する必要性があるのではないか。

.医療機関で診療を中心とする医師については、労働時間の裁量性はない

のではないか。

・医師においても非常に多様な働き方があることや将来の医師の働き方を

見据えれぱ、時間給でない制度等の新たな労働時間制度の検討も必要で

はないか。

(医療安全の観点)

・患者に安全かつ質の確保された医療を提供するために、医師が疲弊しな

いことが必要なのではないか。
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・米国の研修医に対する労働時間規制は、医療安全の観点から導入された

ことも参考にしてはどうか。

(医師の健康確保の観点)

・産業医による面接指導や衛生委員会による審議等の既存の産業保健の仕

組みを的確に機能させる必要があるのではないか。

・時間外労働規制の目的は労働者の心身の健康確保であることを踏まえ、

労働時間だけで整理するのではなく、勤務の満足度等も含めて検討する

必要があるのではないか。

・健康確保に当たっては睡眠時間の確保が重要なのではないか。最も適正

な必要睡眠時間は欧米で成人が最低7時間程度、日本の指針ではもう少

し短い(6時間以上8時間未満)とされている。

・日中の睡眠と夜間の睡眠における睡眠の質の違いを踏まえると、できる

だけ夜間の睡眠を確保できる勤務体制がとれることが望ましいのではな

いか。

(諸外国の制度との比較の観点)

米国の研修医に対する制度など諸外国における医師の労働時間規制の内

容も参考にしつつ検討することが必要ではないか。

米国の研修医に対する労働時間規制による医師養成への影響の分析にも

留意が必要ではないか。

(地域医療提供体制の確保の観点)

・医師の長時間労働の現状、地域医療の実態、医療機関の役割や診療科等

ごとの多様性を踏まえて、時間外労働の上限時間を設定する必要がある

のではないか。

・現状から大きくかけ離れた画一的な上限時間を設定することにより、地

域の医療提供体制の崩壊を招くようなことはあってはならないのではな

いか(地方、都市部を問わず、救急医療、時間外診療、外来診療の縮小

や、可能な手術件数の減少、医師派遣の制限とへき地医療の縮小・廃止

等につながりかねない。)。

・診療時間外対応のためにシフト制を導入しようとする診療科においては、

一医療機関である程度の勤務医数が必要となるため、地域での機能の分

化・連携やタスク・シフティングやタスク・シェアリングの議論をしな

けれぱならないのではないか。その際、公立病院等の集約化の議論も必

要ではないかとの意見もあった。

(医師養成への影響の観点)

労働時間の制約により研修時間も制約を受けることとなると想定され、
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これまでよりも短い時間で同じ内容を習得できるようにするため、卒前

教育における臨床実習の充実や卒後における研修方法等の工夫等が必要

になるのではないか。

労働時間の制約により必要な自己研鎭が積めなくなると、最新の知見の

修得、卓越した手技により高度医療を担う医師の養成や将来の医療技術

の発展に対する悪影響が生ずるとともに、高い倫理観と情熱を持つ若手

医師の向上心を削ぐのではないか。

(国民の理解の観点)

・医師の勤務負担の軽減、労働時間の短縮に向けては、医療提供者側の取

組だけでなく、患者やその家族である国民の理解が欠かせないため、医

療機関へのかかり方を含めた国民の理解を得るための周知の取組を関係

者が一体となって推進する必要があるのではないか。その際、医療を必

要とする人が受診しづらい、受診を控えざるをえないといった事態を招

かないよう、適切な周知と理解がなされることが不可欠ではないか。

・国民の理解を前提として、患者説明を診療時間内に行う、完全主治医制

にこだわらない等により、さらに医師の労働時間が短縮できる可能性が

あるのではないか。

・国民に理解を求めていくためには、個々の医療機関だけに任せるのでは

なく行政や保険者の主体的な関与が必要であり、厚生労働省において具

体的な進め方を検討するべきではないか。

0 なお、医師の働き方改革を進めるに当たっては、医師の働き方改革に関連す

る様々な検討会の議論'も踏まえつつ医療提供体制全体の課題として検討す

ること、特に、医師偏在の解消に向けた取組との整合性や相乗効果が必要で

あるとの意見、医師養成には時間がかかりすぐに医師数を増やすことが難し

い中で、タスク・シフティング等の重要性を考えるべきではないかとの意見

があった。

0

6 関係者の役割に関する論点

0 これまで見てきたとおり、医師の働き方改革実現のためには、勤務医とその

雇用者である医療機関を中心としつつ、以下のような多様な関係者が参画・

協力し、我が国の医療提供体制を堅持しながら取組を進めでいく必要がある

のではないか。

.「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会報告書」(平成29
年4月6日)、「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会第2次中間取りまとめ」(平

成29年12月21日)」など。
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C

・医師をはじめとする医療従事者の学術団体、病院団体、関係学会(個々

の医療機関に対する周知啓発等、医療界全体で取組を進めるためのりー

ダーシップを期待)、

・労働組合(個々の医療機関における勤務環境改善に関する取組への協力

を期待)

・都道府県、医療勤務環境改善支援センター(医師の勤務環境改善支援を

進める役割を期待)、

・都道府県、地域医療支援センター、各大学医学部(医師の偏在対策との

関わりにおける役割を期待)、

・産業保健総合支援センター及びその地域窓口(医療機関における産業保

健活動を支援する役割を期待)、

・市町村(より住民に身近な行政機関としての役割を期待)、

・医療を利用する立場である国民、

・保険者(支払い側として限られた保険財源を適切な医療サービスに投入

するとともに、被保険者に対して取組の周知を図る等の役割を期待)

・厚生労働省(これら関係者がそれぞれの役割を十分に果たせるよう、必

要な環境整備を期待)

0 そのためには、関係者による取組促進のための枠組みが構築され、主体的な

参画の下で医師の時間外労働規制の施行までに各医療機関における取組が

進むようにすることが望ましいのではないか。

(行政の役割の在り方に関する意見)

0 特に都道府県については、 3のとおり、医療勤務環境改善支援センターの機

能強化に対する期待が大きいが、さらに、地域二ーズに応じた適切な地域医

療提供体制の構築、医師偏在対策と有機的に連携を図ることにより、組織を

あげて医師の働き方改革をはじめとする医療従事者の勤務環境改善に取り

組んでいくことが必要ではないか。また、医療勤務環境改善支援センターの

担当者も含めて都道府県の人材育成を進めることが必要ではないか。

0 厚生労働省については、この中間論点整理を踏まえ、上掲の関係者への適切

な周知とともに、検討会の結論を待たずとも並行して対応することが可能な

事項について、関係者の取組を促進していくことが必要ではないか。
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